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はじめに

　2004年4月13日に行われた第17代韓国国会議員選挙において、労働者

を支持基盤としたいわゆる「階級政党」を標榜する民主労働党が13％の

得票（比例代表基準）を得て、10議席を獲得した。民主労働党は、全国

民主労働組合総連盟（以下、民主下総）をその支持基盤としており、民

主労総は韓国労働組合総連盟（以下、韓国労総）とは異なった路線、つ

まり、「労働者の政治勢力化」を目指しているもう一つのナショナルセ

　　　　　ロラ
ンターである。この民主労働党の議会進出は、韓国の政治史の中ではじ

めての出来事であるだけでなく、「労働者階級」の利益が政党を通じて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
具現化できる基盤が整えられたことを意味するものであると思われる。

　ところが、このような「階級政党」結成の試みは、最近になって始め

られたことではない。それは、87年の「民主化」直後、3ヶ月間に及ぶ

労働運動の「爆発」ともいわれる時期から台頭した新しい労働運動指導

部による「労働者政治勢力化」運動にその起源がある。当時、新しく台

頭した労働運動というものは、「労働者階級」に基づいた「政治闘争」

を掲げつつ、「階級政党」の結成を試みていた。具体的には、91年7月

に、ソウル、安山、仁川などの労働者密集地域において活動をしていた

労働運動団体が「韓国社会主義労働党創党準備委員会」を結成し、「革

命的階級政党」結成を準備した。この団体は、91年の12月には、「韓国

労働者政党建設推進委員会」を発足させ、韓国における「階級政党」運

動は本格的に動き出すようになったのである。このような「労働者政治

勢力化」の試みは、民衆党への参加という形で現れ、民衆党がこの時期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
におけるいわゆる「階級政党」として活動を準備したのである。しかし、

このような「労働者政治勢力化」の実践としての民衆党は、「階級政党」

として独自的な活動を行うどころか、92年の国会議員選挙において1．5

％にも満たない得票に過ぎず、政党維持条件（得票率2％）を満たせな
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いまま解散し、この時期における「労働者政治勢力化」の試みは失敗に

終わったのである。にもかかわらず、それ以降、この時期に「労働者政

治勢力化」を主導した主体や組織は、95年には民主労総へ、2000年には

民主労働党へ結集し、先述したような議席獲得という現在に至っている

のである。

　以上のように、87年から現在に至る過程における「労働者政治勢力化」

の流れの中で、87年の「民主化」直後における労働運動の「大闘争」期

から台頭し、92年には失敗した「労働者政治勢力化」の試みが、なぜ、

87年と比べると労働運動が「衰退」したともいえる現在において、「階

級政党」ともいわれている民主労働党が13％という得票率と10議席獲得

という成功した形として現れたのか。

　本稿はこのような問いに、87年から今日に至るまでの韓国における

「労働者政治勢力化」の流れというものを、「階級政党」とその支持基盤

の関係に着目し、「階級政党」の議席獲得という現象を、その運動指導

部の掲げていた理念や政治的方針などと労働者の政治的指向性が、それ

ぞれ87年以降から現在に至るまでお互いに変化してきたということを考

察するための出発点である。そのために、本稿では、87年の「民主化」

から92年の民衆駅の失敗まで、この時期における「労働者政治勢力化」

の試みの台頭とその失敗の問題を考察する。この時期を対象とする理由

としては、87年の「民主化」による好条件があったにもかかわらず、民

衆党に代表される「階級政党」の試みが、92年の国会議員選挙において、

なぜ、その支持基盤であるはずの労働者からの支持が得られず、失敗に

終わったのかという問題を考えるためである。この問題を考えるために

は、この時期における労働運動が変化しつつある諸状況に対応する形で

行われる最中、その中で「労働者政治勢力化」を訴えていた労働運動指

導部と労働者の関係にいかなる問題が存在していたのかということを考

える必要がある。なぜなら、当時の労働運動指導の「政治闘争」として

の運動理念を実践するためには、労働者をその支持基盤として想定しつ
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つ、労働者の動員が必要であり、また、労働者にとっては自分たちの利

益を反映してくれる新しい労組が必要とされており、このような状況の

中で、指導部の「政治闘争」方針と労働者の思惑の間にズレが発生して

　　　　　　　　　　　くの
いたと思われるからである。

　この時期における「労働者政治勢力化」と労働運動の変化を研究した

ものとしては、まず、当時の労働運動を変化する政治的状況、経済構造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらう
変化などと関連して分析する視座に基づくものがある。それによると、

87年の「民主化」によって従来の抑圧的な労働統制政策が退き、労働運

動において変革イデオロギーの影響が拡大し、その理念は「労働者政治

勢力化」として具体化された。しかし、90年前後の「公安政局」を起点

として復活した国家による権威主義的労働統制の影響と、製造業から自

営業・サービス業の増加による産業構造が変化の影響で、変革イデオロ

ギーの影響は衰退し、この時期における労働運動の性格は「経済中心主

義」へと変化され、「労働者政治勢力化」が失敗に終わったと分析され
　　くの
ている。しかし、この立場は、この時期における労働運動の変化を政治

的・産業構造的変数の影響による従属変数として説明しているように思

われる。この時期における労働運動の性格というものは、単にこのよう

な状況の変化に規定されたものではない。むしろ、変化する諸状況に対

応していく過程で変化していたと思われる。このような側面を考えると、

労働運動が具体的にそれらの諸状況にいかに対応をし、その中でいかな

る変化があったのかを検討する必要がある。

　次における研究としては、「労働者政治勢力化」とその変化を労働運

動内部に焦点をあわせたもので、一つは、「階級論」の立場からアプロー

チしたものであり、もう一つは、労働運動指導部の内部分裂に焦点をあ

わせたものである。

　前者は、87年以降の労働運動が「爆発」から「衰退」に向かったこと

を、その過程における労働運動と「労働者政治勢力化」を「階級論」に
　　　　　　　　くアラ
立脚して考えている。具体的に述べると、87年の「民主化」の延長線上
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で7月から9月にかけて「労働者大闘争」が行われ、その中で「階級政

党」運動が推進されるようになった。それは労働者階級の民主化闘争で

ありながら、「労働者階級の政治勢力化」の試みが本格的に着手される

ことを意味していたが、労働者の階級的な力量が足りなかったため、そ

のような試みは失敗におわったと分析しているのである。この研究は、

「労働者政治勢力化」を「民主化」以降の労働運動の新たな段階として

位置づけ、その失敗の原因を「階級的力量」の不足、つまり、労働者の

組織的な力量の不足に求めている。しかし、ここでは、なぜ、労働者の組

織的な力量が充分ではなかったのかに対する説得的な答えを導き出せてい

ないのである。この点を考えるためには、当時の労働運動内部にいかなる

問題があったのかということを考える必要があると思われる。

　後者は、この点をふまえ、労働運動指導部の問題に着目し、「労働者

　　　　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
政治勢力化」失敗の問題を考察している。それによると、87年の「民主

化」以降の労働運動をリードしたのは、「急進的リーダシップ」であり、

彼らは、学生運動から労働運動へ「闘争の場」を拡大していた人々であっ

た。このような運動の拡大過程において学生運動をリードしていた理念

は急進化し、「革命的」理念へと転化していたのである。このような内

容をもつ労働運動指導部は、90年以降から、指導部の中において急進的

変革の方法を巡って路線の分裂が生じるようになった。そのような指導

部の分裂・対立によって、組織内部における内部闘争が激しくなっただ

けでなく、その上、90年以降における労組連帯運動の際には、抑圧的な

労働政策に対応するために、組織守りに徹することとなったため、労働

者に対する支持基盤拡大が推進できなくなり、「労働者政治勢力化」が

　　　　　　　　　　　　　　　　く　ラ
失敗に終わったと論じているのである。

　しかし、この議論においては、指導部の問題だけを取り上げており、

「労働者政治勢力化」の動きというものが支持基盤の動員を必要とする

ものであったことを考えるなら、指導部だけではなく、その支持基盤で

あった労働者まで視野に入れつつ、両者の関係を考える必要があると思
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われる。このような脈絡から考えると、変革の理念を掲げていた労働運

動指導部全体に対して労働者がいかなる思惑を抱いていたのか、また、

それによって両者の間ではどのような問題が発生したのかということを

考える必要があると思われる。なぜなら、当時の労働運動指導部の掲げ

ていた運動理念、運動路線の急進性に労働者が不満を抱き、その結果と

して、指導部と労働者の間で乖離が発生し、労働者は「階級政党」を支

持しなくなったと思われるからである。

　本稿では、このような点に着目しつつ、先述したような87年から92年

における「労働者政治勢力化」の試みの失敗について、労働者と指導部

の関係に着目して考察することにする。具体的には、新しい労働運動指

導部の路線や、「民主化」以降において労働者はそのような指導部をい

かに位置づけており、その中で指導部と労働者との問でいかなる問題が

発生したのかということを検討するものである。

　これらの作業を行うことは、この時期における「労働者政治勢力化」

の失敗の問題を考える際に、従来の研究とは異なる観点からその原因を

明らかにしょうとするだけでなく、今日まで至るいわゆる「階級政党」

の具現化としての民主労働党の議会進出という「労働者政治勢力化」過

程において、この時期における失敗というものが、いかなる意味を持っ

ているのかということを考える手がかりになると思われる。言い換える

と、87年の「民主化」直後から民主労働党の議席獲i得という今日に至る

までの韓国における「労働者政治勢力化」問題を考える際に、「階級政

党」を推進してきた指導部とその支持基盤、言い換えると、政党と支持

基盤の関係において87年から今日に至るまでいかなる変化が生じてきて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユの
いるのかということが明らかになると考えられる。

　以下では、1章では、87年の「民主化」後における労働運動を概括し、

2章では、その中で登場する新しい労働運動指導部の理念や路線、また、

それによる労働運動の展開過程を、そして、3章では、そのような指導

部の運動路線と労働者の問でいかなる問題が生じたのかということを検
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討する。

注

（1）韓国には二つのナショナルセンターがある。一つは韓国労総で、もう一

　　つは民主労総である。民主労総の綱領においては、「我々は労働者の政治

　　勢力化を実現」させ、「民主的諸権利」を勝ち取るという、民主労総の方

　　針が明らかになっている。また、それだけでなく、民主山鹿の掲げる理念

　　や誕生の歴史は、87年の「民主化」以降から台頭した新しい労働運動から

　　始まっている。これらに関しては、民主織田のホーム・ページ
　　htもp：／／www．nodong．org／index．phpを参照。

（2）87年の「民主化」によって大統領を直接選挙によって選ぶといういわゆ

　　る「手続き的民主化」が達成された。しかし、この「民主化」というもの

　　は、「社会」の利益が反映・担保されるという「実質的民主化」とはほど

　　遠いものであった。それは、韓国の政党政治構造とも関わりを持つもので、

　　政党政治構図は「社会」と乖離した状況で成り立っているばかりか、社会・

　　経済的な要求さえもが反映されていなかったのである。このような問題を

　　あらわしているのが、87年以降から登場した、国政選挙における「地域主

　　義」である。このような既成政党に対するオルタナティブの一環として、

　　この時期における「労働者政治勢力化」として「階級政党」が試みられた

　　と思われる。このように考えると、このような「階級政党」の出現は、87

　　年以降から持続されてきた「民主化」の一連の流れとして理解することが

　　できる。従って、今日の変化を含む韓国の「民主化」を考える際には、87

　　年の「民主化」から今日の「階級政党」の議席獲得まで、長いスパンで考

　　える必要があるといえよう。このような立場からの代表的な研究としては、

　　詞章集『民主化後の民主主義』フマニタス、2002年がある。また、韓国政

　　治における「地域主義」に関しては、出水薫「民主化後の韓国政党制」

　　『APCアジア太平洋研究』第8号、2001年1月を参照。

（3）　民衆党は、合法的「進歩」政党建設を目指して民主化運動を主導した諸

　　勢力が結集し、1990年11月10日に結成された。しかし、結成当時において

　　は、政党の路線は定まっておらず、事実上、党の理念であった「進歩」性

　　がいかなる内容を持つものであるべきかということが不明確なままであっ

　　た。ところが、91年後半に、諸労働運動団体が民衆党に参加することとな

　　り、それによって民衆党の方針が「階級性」を前面に出す方向へ向かった

　　のである。このような民衆党の内部事情に関しては、バク・サンビョン

　　「韓国進歩政党の形成過程と選挙参加；民衆党の事例を中心として」アン・

　　ヒスゥ編『韓国政党政治論』ナナム、1995年、491頁～493頁を参照。

（4）　具体的にいうと、87年以降から、いわゆる「御用」労組退陣などによっ
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　　て発生した労働組合指導部の不在、また、新生労組運動に新しい労働運動

　　指導部が入り込む形で「労働者政治勢力化」を下から推進していたのであっ

　　た。当時の一般労働者は、従来の「御用」労組では、自分たちの「利益」

　　が保障されないと判断し、このような新しい運動指導部の労組への参加に

　　期待をしていたと思われる。

（5）　ソン・ホグン『韓国の労働政治と市場』ナナム、1991年。また、経済学

　　的観点からは、ガン・スンヒ『韓国の労働運動一1987年以降、10年間の

　　変化』韓国労働研究院、1998年がある。ガン氏は、87年以降から10年間に

　　渡り、政治的・産業構造の変化・労働者の所得や生活様式の変化などとと

　　もに、労働組合運動も「経済的組合主義」化し、労働運動が衰退していく

　　と分析している。民主労総の路線も、87年以降の新しい労働運動指導部に

　　比べると、現実主義的に変化し、それによって労働運動が全体として「経

　　済的組合主義」へと変遷したと分析しているのである。

（6）　ソン・ホグン、前掲書、340頁～347頁。

（7）　ノ・ジュンギ「6月民主抗争と労働者大闘争」学術団体協議会『6月民

　　主抗争と韓国社会10年』ダンデ、1997年、バク・スンオク「7／8月労働

　　者大闘争を改めて考える」『創作と批評』1990年夏号、キム・グムスゥ

　　『韓国労働運動の現況と課題』科学と思想、1995年など。また、社会学的

　　な観点からこの時期における労働者の変化に着目した研究としては、官職

　　春『韓国社会労働者研究』歴史批評社、1995年がある。金宝は、87年以降

　　の労働運動の変化を分析するために、政治的・経済的変化以外に、企業内

　　における労働者の変化を分析した。この研究では、87年以降、労働者の要

　　求は職場単位の団体交渉に集中されることになり、労働者の職場単位にお

　　いてその影響力を増大させたが、それによって、政治的影響力はきわめて

　　低いレベルにとどまったと分析している。このような労働者の変化の原因

　　には、企業別労組体系という「制度」があるといいつつ、88年以降の労組

　　連帯運動に対しては、非合法組織に対する労働者の抵抗によって企業別労

　　組体系を乗り越えることができなくなり、これらが「労働者の階級形成」

　　を屈折させていると主張している。

（8）　崔章集「韓国労働階級の政治勢力化問題1987－1992」同『韓国の労働運

　　動と国家』ナナム、1997年。

（9）崔章集、同前、375頁～381頁。

（10）　ただし、本稿は、この時期における政治的・経済的・産業構造の変化と

　　いう変数をまったく無視するものではなく、そのような変数も視野に入れ

　　つつ、それらの変化では説明できない指導部と労働者の関係に着目し、両

　　者の問においていかなる問題が存在していたのかということを考えようと

　　するものである。
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1　「民主化」以降の労働運動の展開

　87年の6・29宣言による「民主化」によって、この時期から図一1で

みられるようにストが急増するようになった。特に、87年の「民主化」直

後の7・8・9月のスト件数は、3，311件に登り、前年度の13倍を増える数

字を記録し、また、労働者からの要求条件の全体数も14，000（表一2を参

照）を超えており、この現象がいわゆる「労働者大闘争」といわれている

ものである。

4000

1188

1118

｛188

50P

紳ボ調ぶ紳紳冨調ボ
図一1　ストの件数（1985年～2002年まで）

韓国統計庁のホーム・ページhttp：／／kosis．nso．go。kr／

cgi－bin／sws＿999．cgiのデータに基づき、著者が作成。
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図一2　ストへの参加者数（1985年～2002年まで）

　韓国統計庁のホーム・ページhttp：／／kosis．nso。go．kr／

　cgi－bin／sws＿999．cgiのデータに基づき、著者が作成。
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　しかし、90年を起点として、スト件数は87年以前の水準にもどり、こ

のような減少に伴い、図一2においても確認できるようにストへの参加

者も減少していく。このようなストの数字的な変化にもかかわらず、こ

れらの時期におけるストで現れた労働者の要求には、一定の共通点がみ

られる。

表一1　ストの件数とその原因

ストの

潤@数

賃　金

｢払い
賃上げ 休・廃業 解　雇

不当労

ｭ行為

労働条件

ﾌ改善
その他

1986 276 46 75 11 34 16 48 44

1987 3，749 45 2，629 11 51 65 566 382

1988 1，873 59 946 20 110 59 ！36 543

1989 1，616 59 742 30 81 10 21 673

1990 322 10 167 6 18 2 117

1991 234 5 132 7 2 88

1992 235 27 134 4 70

韓国統計庁のホーム・ページhttp：／／kosis．nso．go．kr／cgi－bin／sws＿999．cgiのデータ

に基づいて著者が作成。

＊上記の表における「その他」のうち、団体協約に関するスト件数は、88年328件、89

年426件、90年49件、91年56件、92年49件である。

　表一1でわかるように、87年以降のストにおける労働者の要求は、全

体として賃上げを主とするものであったことがわかる。また、その他の

単位労組レベルにおけるストの際の要求をみると、上記の調査結果にお

いてもあらわれているように、賃上げを要求しつつ、職場における差別撤：

廃、労働条件改善など、個別職場内部の多様な問題の改善も要求してい
くユの

た。従って、この時期における労働者の要求というものは、賃上げ、労働

条件改善などの職場内部における問題の改善に集中していたといえよう。

　ただ、これらの労働者からの要求は、単位職場内部の問題に限定され

ていたため、その他の制度改革、政治改革などの要求はほとんどみられ

なかった。当時の解雇労働者や地域労働運動団体、各種の民主化運動団
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体のビラには、労働悪法撤廃、軍部独裁の退陣などの政治的な要求があっ

たが、一般労働者の要求においては、韓国可能批判、マスコミの歪曲報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くユ　ラ
道批判以外には、単位職場をのりこえた次元の要求はなかったのである。

従って、この時期における労働運動は、非常に「経済的」・「単位職場」

レベルの問題の改善を要求するものであったといえよう。言い換えると、

「民主化」以降の労働者の要求は、制度や政治的な要求であるよりは、

むしろ、個別の職場内の問題改善を要求するものであり、「大闘争」以

降に台頭しつつあった新しい労働運動指導部の「政治」的路線とは一定

の距離を持つ性格を有するものであったといえよう。

1）「大闘争」から「労働法改正運動」へ

　87年の「民主化」以降、労働者たちは大統領を直接に選ぶという政治

的権利の回復のみにとどまらず、労働者としての職場における不平等も

是正しようとする動きをみせた。このような動きの爆発は、87年7・8・

9月に生じた労働者「大闘争」を含む、この時期における労働運動の特

徴である。この7月から9月までの3ヶ月間のストの数は、3，311件で、

一日平均30件以上であった。これは86年の合計である276件の13倍に該

当するものであり、1970年代中盤以降、韓国で発生したストの総件数を

　　　　　　　　　　くユの
あわせたものよりも多い。この「大闘争」の際、労働者が要求していた

ものを分類してみると以下のようになる。

　　面一2は、労働部が調査した、「大闘争」期における労働者からの

要求事案を案件ごとにまとめたものである。この際の労働者からの要求

唯一2　「大闘争」期における労働者の要求案の数

賃金関係 労働条件関係 団体協約関係 経営や人事関係 その他 合計

7，372 3，656 1，203 1，202 1，245 14，678

労働部『1987年夏の労使紛糾評価報告』1988年、15頁から引用。
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の数は、14，678件で、約50％が賃金関係の要求であり、25％が労働条件

改善に係わる要求であった。「その他」をのぞくと、90％以上が、単位

職場内部の問題に関わる要求であったことがわかる。このような性格を

持つ「大闘争」は、ナショナルセンターなどの中央組織の指導によって

組織されたものではなく、単位労組レベルにおける、ある意味「自然発

生」的な性格を持つものであったのである。

　一方、このような雰囲気の中で、88年からは労働法改正運動が行われ

るようになった。それは「大闘争」直後に台頭するようになった新しい

労働運動の指導グループである「全国労働運動団体協議会」（以下、「全

国労運協」）によって主導されたものであり、彼らによって労働法改正

のための「労組弾圧阻止労働者共同対策協議i会」（以下、「共対委」）が結

成され、労働法改正運動が展開されるようになったのである。

　この組織は、89年以降の労組連帯運動の始発点となる機構として、当

時の労働法改正の究極的な目標を、「労働者の階級的組織化」という戦

　　　　　　　　　　　　　　　　　くユの
略的目標の下部課題として設定していた。しかし、労組幹部教育、大規

模の大衆集会などを利用し、労働法改正運動が展開されていたにもかか

わらず、単位労組レベルや地域レベルでは、労働法改正を要求するスト
　　　　　　　　くユの
は起きていなかった。労働法改正運動の展開過程において、単位労組と

運動の指導部の間にはこのようなズレがあり、「共生委」には組織的力

量が充分ではなかったが、88年11月、労働法は改正されるようになった
　　　　　
のである。

2）「公安政局」の到来

　「大闘争」直後において労働運動が展開される最中、1989年4月、ム

ン・イクファン（呈9暑）牧師の北朝鮮訪問事件をきっかけとして、政

府の弾圧政策が行われるようになった。これはいわゆる「公安政局」と

して呼ばれるものであるが、それは、上記のような労働運動勢力だけで

はなく、民主化運動勢力までも「急進、左翼、不法、暴力勢力」として
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
規定し、徹底的に弾圧されるものであった。政府の労働運動に対する弾

圧は、当時の労働運動を業務妨害、暴力行為、争議調停法違反、不法集

会、公務執行妨害などで取り締まるだけではなく、連帯会議のような緩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
やかな交流組織も第3者介入禁止の名目で弾圧するものであった。

　また、1990年から、政府によって「無労働無賃金」や「総額賃金制」

が適用されるようになる。前者によって、労働組合はストをおこないに

くくなり、後者は当時の労働者の主な要求であった賃上げに歯止めをか
　　　　　　　　　　く　
けようとしたのである。

　このような政府の方針に対応しつつ、先述した「労働者の階級的組織

化」を実践する第一歩として90年を前後として、労働運動の連帯化が加
　　　　　　　　　く　
速されることとなる。

注

（11）実際、三山地域の現代グループにおけるストの際、要求された内容をみ

　　ると、以下のようなものであった。1．組・番長交代・副組長制度の撤廃・

　　ヘアースタイルの自由化・人事考課制の撤廃・不当な人事禁止・人格保障・

　　男女平等、2．公害手当支給・家族手当支給・ボーナス600％支給・時給

　　の引き上げ・休日手当上げ・有給休暇の設置、3．勤務中休憩時間・食堂

　　改善など．蔚山社会宣教実践協議会『蔚山地域7月労働者大闘争資料集』

　　蔚山社会宣教実践協議会、1987年、96頁。

（12）　韓：国キリスト教社会問題研究院『87労働社会事情』民衆社、1988年、

　　233頁～392頁の資料を参照。

（13）韓国労総『1987年度労働争議』韓国労総、1988年、166頁。

（14）労働法改正要求の運動形態とその理念などに関しては、韓国キリスト教

　　社会問題研究院『悪法改廃と民主化運動』韓国キリスト教社会問題研究院、

　　1988年を参照。

（15）　金一一『韓国社会労働者研究』歴史批評社、1995年、139頁を参照。

（16）　しかし、それは、労組設立要件に対する規制が削除され、集団行動の自

　　由が拡大されるなど、基本的に労働組合の設立を保障する内容であったに

　　すぎなく、労組の政治活動、複数労組禁止、第3者介入禁止条項などを維

　　持しており、労働者の組織の自由を職場内に限定する性格を有するもので

　　もあったといえよう。87年の「民主化」とともに、この時期における労働

　　法改正を、①「共対協」の闘争によるものとして考えるのか、そうでなけ
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　　れば、②権威主義勢力の譲歩とみるのかで意見が分かれている。①の立場

　　は、キム・ジョンハン他『80年代韓国労働運動史』ジョクク、1989年、287

　　頁～296頁を、②の立場は、イム・ヒョクベク『市場・国家・民主主義』

　　ナナム、1994年、385頁～386頁を参照。

（17）　イム・ヒョクベク、同前、390頁。

（18）　このような取り締まりによって、1988年には79人にすぎなかった拘束者

　　数が、89年には602人、90年には485人に急増するようになる。解雇労働者

　　も88年236人から、89年2，651人、90年904人に上るようになった。キム・

　　ユソン「6共和国出帆以降、拘束・解雇労働者実態」韓国労働教育協議会

　　『6共和国の労働政策と労働組合の対応』韓国労働教育協議会、1992年、

　　36頁～37頁を参照。

（19）　「無労働無賃金」原則は、スト中には賃金を支払わないことを意味し、

　　「総額賃金制」は労働者の過激なストが韓国経済の危機をもたらしたという

　　認識から顕在化したもので、経営成果によって変動する手当・成果配分的

　　ボーナス・賃金ガイドライン設定などを設けることをその内容としている。

　　このような政策は、従来のような権威主義的な労働統制が不可能になって

　　いる状況のなかで、労働者を法的には認めつつも、労働運動の弱体化を図っ

　　たものであると考えられる。イム・ヒョクベク、前掲書、392頁～394頁。

（20）全国盛運協の内部文書によると、90年以降の労働運動において要求され

　　ている課題は、民主労組の全国連合組織の建設であり、それは、労働階級

　　の政治勢力化の一環であると表明している。全国労暴酒『現時期細首協の

　　主な役割と任務について』！990年8月24日づけ（聖公会大学校民主資料館

　　所蔵）を参照。

2　新しい労働運動の方向とその理念

　「大闘争」以降、単位労組における「御用」指導部退陣などによって、

労働組合指導部の不在状況が発生することとなり、インテリ中心の急進

的労働運動活動家が入り込むようになった。彼らの多くは、階級理論で

武装した大学生出身労働者か、または、そのような理念教育をうけた人々

であった。彼らは、87年の「大闘争」以降、新しい指導グループとして

本格的に台頭することとなる。まず、彼らは、「全国労運協」へ結集し、

88年末の「労働法改正闘争本部」を中心として活動を行った。彼らの労
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働運動理念は、先述したような「革命的組合主義」として、労働運動を

労働者の利益実現のための手段ではなく、社会の総体的な変革の役割を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
果たすべきであると位置づけていたのである。

　当時、全国的な労働運動組織の不在という状況で、単位レベルにおけ

るこのような急進的労働運動活動家と労働者の連帯はそれほど難しいこ

とではなかったと思われる。なぜなら、急進的活動家の立場からは、変

革運動の戦線を拡大するという目標が満たされ、労働者の立場からは、

このような連帯による闘争によって現実的な物質的利益がある程度、担

保されると思われたからである。

　このようにして設立されたいわゆる「民主労組」は、単位労組を乗り

越える地域別・業種別組織、ひいては全国的な中央組織まで結成してい
く　

く。しかし、この過程において、「公安政局」に対応し、労働運動は、

一般労働者の利益を実現させる機能よりは、「政治運動」化を掲げてい

る中央組織を守る方向へ向かっていく。

　　　　　　　　　　　　く　
1）韓国山回と従来の指導部

　労働者「大闘争」期から、既存のナショナルセンターであった韓国労

総や、従来の単位労組における御用指導部は、当時の勃興する労働運動

にいかなる影響力も行使することができなかった。当時の労働者にとっ

て中心課題は、賃上げを中心とする職場内部の問題を解決することであ

り、そのために自分たちの要求にもっとも近い要求を掲げている組織と

連携し、要求を最大限に貫徹することであったと思われる。しかし、韓

国二二は、ユ990年に、政府や経営者団体から提案された「総額賃金制」

に合意したことからみられるように、労働者の要求とは相当な距離をも

　　　　　　　　　　　　く　
つ方針を持っていたのである。この出来事で韓国労総は、労働者から不

信感を抱かれるのみならず、批判をうけることとなった。このような批

判は、表一3でみられるように、韓国労総組織率変化の一つの背景になっ

たと思われる。
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表一3　韓国労総組合員の変化

年　　度 1987 1988 1989 1990 1991 1992

組合員数 1，267，457 1，707，456 1，932，415 1，886，884 1，803，408 1，734，598

ユン・サンチョル『1980年代韓国の民主化移行過程』ソウル大学出版部、1997

年、227頁より

　また、このような労働者の不信感や批判は、韓国労総というナショナ

ルセンターだけに向けられたものではなかった。数多くの職場において、

経営側の要求を鵜呑みにしていた「御用」労組指導部の退陣の要求も発

生したのである。現代重工業の場合、労働者が労組建設を準備している

最中、会社が主軸となった労使協議会によって先に労組が建設された。

独自の力で労組建設を準備していた労働者は、このような労組は会社側

に立った労組であり、労組結成過程において会社側が彼らの関係書類を

作成したということから、「御用労組」であると判断し、反対運動を展
　　く　ら　

明した。これによって、現場においては労働運動を指導するリーダー不

在の状況が発生し、この空白に新しい労働運動指導部が入り込むことと

なったのである。

2）「民主労組」の連帯運動へ

　88年以降、新しい労働運動リーダーを中心として、単位労組を乗り越

える連帯運動が具体化する。「全国労運協」は、労組連帯運動を労働階

級の政治勢力化の一環として位置づけながら、連帯運動を進めていたの
　　　く　
であった。それは、地域労働者協議会（以下、地労協）、全国業種労働組

合会議（以下、業種会議）、連帯会議などの形で具現化し、ここから、90

年1月にこれらの団体が合体した形で全国労働組合協議会（以下、全労

協、現在の民主亭亭の出発点）へっながることとなる。
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　（1）地域労働者協議会

　表一4は地労協の結成日、参加した単位労組数、参加組合員などをま

とめたものである。ここから明らかになっているように、これらの地労

協は、「大闘争」期以降に設立されたものである。

表一4　地域労働者協議会

名　　　　称 結成日 所属労組数 組合員数

ソウル地域労働者協議会 1988．5．29 108 34，081

仁川地域労働者協議会 1988．6．18 46 7，000

城南地域労働者協議会 1988．6．25 45 450

京畿地域労働者協議会 1988．12ユ2 38 8，ユ68

全北地域労働者協議会 1988．8．21 30 6，262

馬山・昌原地域労働者協議会 1987．12．12 40 28，405

大邸地域労働者協議会 1988．12．7 35 4，500

キム・ジョハン他『80年代韓国労働運動史』ジョクク，1989年，241頁～247頁

の記述に基づいて著者が作成。

　特に、地労協は、それぞれの地域において、職場単位の労使関係にお

いて使用者と対等な関係になりにくい中小企業の重工業労働者が主軸に

　　　　　　　　　く　
なっていたのであった。

　この地労協で注目すべき点は、先述した「全国労運協」が、その誕生

を主導したということである。このような誕生経緯から、地労協の運動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
理念も、「政治」的な色合いが強調されるようになったと思われる。具

体的には、自らをその地域における「自主・民主労組の結集体」として、

労働者の経済的利益を追求することにとどまらず、「民主的・平等なる

社会を建設」し、「労働解放」のための政治闘争を含めた路線を表明し

ている。これらの団体は自らを「労働者の政治的・社会的・経済的権利

を確保するために、いかなる弾圧に対しても断固に戦い、地域と業種を

乗り越えた固い連帯として、労働者階級の全国的な結集のために努力す
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　
る自主的・民主的連帯組織」であると規定していたのである。

　（2）全国業種労働組合会議

　1990年5月には、表一5のように、いくつかの団体が結集し、業種会

議を結成することとなる。

二一5　全国業種労働組合会議の所属団体

名　　　称 結成日 所属労組数 組合員数

事務金融労連 88．8．13（合法化） 74 20，000

全国マスコミ連盟 88．4．6 41 13，000

全国病院労組連盟 87．12．12 6 200

民主出版言論労組協議会 88，1ユ9 10 2，000（88．12．31）

研究・専門技術労組協議会 88．7．16 36 10，000

全国建設業労組協議会 88．12．10 40 12，000

全国外国企業労組協議会 88．12．11 100 15，000

全国大学労組協議会 88．8．3 単一労組

キム・ジョハン他『80年代韓国労働運動史』ジョクク、1989年、247頁～252頁

の内容をまとめ、著者が作成。

　業種会議は、従来の韓国秘宝傘下の諸団体とは異なり、独自にみずか

らの組織体系を有し、事務、専門、サービス部門労組の連合団体と協議

体が構成した連帯組織であり、同一業種に基礎を置き、団結力、相互支

援、連帯のレベルを高める目的から組織された。この連帯組織を結成す

ることに先立って、これらの協議会は、88年の8月に労働法改正闘争を

きっかけとして、「全国労働法改正闘争本部」を構城し、地労協ととも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
にそれぞれの地域において労働法改正闘争を展開していた。

，この団体の運動理念は、「事務、専門、サービス職の労働者の団結に

基づき、労働者の政治・経済・社会的な地位向上と権益の実現のために

共同闘争し、自主的で民主的な労働組合の発展と統一を目的とする」と
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　　　　　　く　
いうものである。

　このようにして結集された地域および、業種別の連帯組織は、連帯の

流れのさらなる発展という形で、全国労働組合協議会（以下、全労協）

の誕生につながることとなる。これらの二つの連帯組織一心労協・業種

会議一は、88年の労働法改正本部に参加し、それぞれの地域における闘

争本部あ役割を果たしていた。

　（3）全国労働組合協議会の誕生

　このような連帯運動を主導してきた指導部では、87年6月以前から始

まっていた「労働者・学生連帯」運動に参加した大学生出身労働者と、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨ　　
彼らと同一の理念教育を受けた労働者が主軸を担当していた。

　全汐留政権期において、学生運動は、政権反対運動を行った最も強硬

な勢力であり、80年代中盤から彼らは、大学キャンパスから労働現場へ

と政権反対運動の場を拡大していった。当時の学生運動は、このような

活動を通じて、労働者階級に基づいた社会変革運動への転換を試みてい
　　　　く　
たのである。このような試みは、まず、現場における小集団運動として

拡散させることから始まる。この小集団運動を通じて「先進的」労働者

を生産し、それを社会変革運動の主体にしょうとしていたのである。こ

れらの活動を通じて、「学出労働者」が労働現場において運動の強力な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
理念的・行動的リーダシップを提供するようになったのである。このよ

うな大学生出身労働運動家による労働運動の「政治闘争」によって80年

代中盤以降、新しく「民主労組」を設立しようとする動きが台頭するこ

とになり、「民主化」以降において顕在化することとなったのである。

　しかし、このような指導部の運動理念は、必ずしも、当時の労働者の

要求とは一致していたと思われない。なぜなら、「大闘争」期において、

労働者が要求していたのは、賃金などの職場内部問題の改善（表一1参

照）であったが、これらの指導部は、むしろ、政治闘争という理念的な

ものを掲げつつ、労働運動を「政治運動」の手段として想定し、活動す
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ることに専念していたと考えられるからである。このために、単位職場

においては、数多い理念的なサークルがつくられ、これらの組織が単位

労組内部に浸透していく形をとり、また、これらの組織の中央な組織も

結成された。それはいわゆる「政治的大衆組織学」によって武装した活

動家組織であるが、彼らは、社会主義の革命的理念の内容と目標の為に

労働運動に係わっていたと思われる。これらの活動家組織は全労協や地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
労協などの結成においても大きな役割を果たしたといわれている。

　このような指導部を中心として、地域別、業種別、グループ別の連合

組織は、その闘争過程において全国的な中央組織を結成していく方向へ

と発展していくことになった。そのような作業は、まず、88年8月、全

国労働法改正本部につながり、これを中心として労働法改正闘争が展開

されていくこととなる。88年ll月には、全国労働者大会が開かれ、そこ

において労働法改正を要求し、89年3月の臨時国会においては労働法改

正運動を展開した。また、90年には、先述した「全国労運協」、地労協、

業種会議などが労働運動の全国組織建設を目標として全労協を結成する

に至ったのである。

万一6　全労協に参加した労組数と組合員数

参加単位労組

456

参加組合員数

166，307

韓国労働研究院『分期別労働動向分析』1991年冬り

＊全労協＋連帯会議→全国労働者代表者会議i（1993．6．1）

　→1995．11民主三三

　1990年1月、地労協と業種会議の一部が合体して誕生した全労協は、

創立宣言において自らを「韓国平声として代表される労使協調主義と御

用的・非民主的労働組合運動を克服し、自主的で民主的な労働運動を展

開していく韓国労働運動の新しい組織的主体」として規定し、労働者の

経済利益のための経済闘争と、「経済社会構造の改革」と「祖国の民主
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
化・自主化・平和統一」のための政治的闘争を強調している。具体的に

は、「労働者の経済的・政治的要求を自ら解決する」ための組織として、

「政権と資本」側に対抗していくために、「階級意識を武器」とする「労

　　　　　　　　　　　　　　　　　　くヨ　　
働者の中央組織」であると位置づけていた。また、このような「階級意

識」に基づいて「労働者政治勢力化＝階級政党」を推進しつつ、「民主

化」のための努力を展開していくことを、活動目標として取り上げてい
　　　　　う
たのである。

　（4）連帯会議

　1990年12月には、大宇造船、浦項製鉄などの造船、金属、化学、自動

車関係の大企業16社の労組代表たちが、「連帯会議」を構成した。ここ

に参加していた労組は、ほとんどが87年の「大闘争」以降に結成された

新生労組であったのである。「連帯会議」は共同目標として、労働運動

に対する政府の統制政策に共同で対応することを設定していた。しかし、

この組織は、協議会レベルの組織ではなく、労組代表者同士の緩やかな

交流機構にすぎなかった。その上、個別単位労組問題は、完全に当事者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
である個別単位系組みずからの手で解決することになっていたのである。

　このような緩やかな組織であったにも係わらず、政府は、1991年1月

10日、「第3者介入禁止違反」によって「連帯会議」に参加していた労

組幹部67人を連行し、この事件をきっかけとして活動が中止された。

　（5）その他の労働運動組織

　「大闘争」直後から、上記の連帯運動と並行した形で、一部の労働運

動グループは単位労組における活動以外に、政治的な運動を積極的に展

開していた。

　主に、ソウルを中心とした地域でこのような活動を行う組織が結成さ

れた。それは「先進」労働者、解雇労働者を中心として結成された団体

であり、首都圏地域においては、「ソウル労働組合運動連合」が創立さ
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れ、「労働組合の民主化」と「軍部独裁退陣」という政治的な活動が、

その目標として掲げられた。また、京仁地域（ソウル・仁川の周辺地域）

の労働者たちは、「民衆運動連合」を結成し、「労働者主導の民主主義を

勝ち取ろう」というスローガンのもとで、「軍部独裁の終焉のための労
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）
働者選挙対策委員会」を結成し、盧泰愚候補の退陣運動も展開していた。

そして、これらの地域を中心として労働運動を行っていた一部のグルー

プが中心となって91年7月に「革命的階級政党」のための「韓国社会主

義労働党創党準備委員会」が結成されたのである。

　91年7月には、「全国労働団体連合」が結成され、産別労組や全国中

央組織建設、「民衆の政治勢力化」を掲げて活動をおこなった。また、

労働運動を主な目的とした組織ではないが、「点出労働者」が中心となっ

て92年4月には、「進歩政党推進委員会」が結成され、「労働者と民衆の

政治勢力」化・組織化を目指し、多様な階級・階層を含む労働者中心の

「進歩」的大衆政党の建設を目指しつつ、労働運動に対する支援活動を
　　（41）

行ったのである。

　注

　　　（21）　80年代の大学生出身労働運動家の労働運動論に関しては、バク・ヒョン

　　　　チェ／ジョ・ヒヨン編『韓国社会構船体論争1』ジュクサン、1989年置イ

　　　　ジョンオ「80年代労働運動論展開過程の理解のために」韓国キリスト教産

　　　　業開発院編『韓国労働運動の理念』ジョンアム社、1988年半どを参照。

　　　（22）　「民主労組」という表現は、労組の誕生経緯から、単なる経済闘争でな

　　　　　く、政治闘争の連続として誕生した新しい労組、または、そのような理念

　　　　を共有する労組のことを意味する。

　　　（23）　韓国労総は、199！年の地方選挙から、「労働界出身の地方議会進出」を支

　　　　援することとなった。しかし、彼らは既成政党とことなった「労働者政治勢

　　　　力化」を掲げていたのではなく、既成政党の候補者の中で労働者に親和的で

　　　　あると判断される候補者を支持する活動にとどまっていたのであった。従っ

　　　　て、本稿で考察している「労働者政治勢力化」が、既成政党を否定するオル

　　　　タナティブとしての「階級政党」を意味するものであるとするなら、韓国労

　　　　総の掲げた理念は、既成政党の枠組みの中で展開されるという形であったと

　　　　いえる。韓国労総の90年以降の政治活動に関しては、チェ・ヨンギ他『1987

　　　　年以降、韓国の労働運動』韓国労働研究院、2001年、344頁～345頁を参照。
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（24）　これは政府・韓国労総・韓国経営者総協会問で5％という賃上げガイド

　　ラインの設定に合意したもので、当時の労働者からの賃上げを一定のレベ

　　ルにとどめさせようとするものであった。1992年には、このような「総額

　　賃金制」に対し、韓国二二に所属していた会社の労働者までも含めてほと

　　んどの労働組合は、「総額賃金制反対」を掲げていたのであった。これに

　　関しては、金七二、前掲書、388頁。

（25）その他の現代グループ労組も、これと同様の道をたどっていた。これに

　　関しては、イ・スウォン『現代グループ労働運動、その激動の歴史』図書

　　出版デリュク、1994年、59頁～105頁を参照。

（26）全国三二協、前掲資料を参照。

（27）仁川地域労働者協議会の場合、89年には所属労組が82社に増えるが、そ

　　の中で組合員が100人未満の労組は44社で、500人以上の労組は2社にすぎ

　　ない。全国労二二『労働運動』創刊号、1988年、176頁を参照。

（28）　馬山・昌原地：域労働者協議会の綱領は以下の通りである。

　　　「我々は、馬山・乙原の労働者のために、自主的で民主的に活動する労

　　働組合運動を協力に推進する。

　　　我々は、組合員の団結した力を基盤とした連帯をし、資本と政治権力の

　　労働者に対する搾取と弾圧に対抗し、対処する。

　　　我々は、週5日勤務制で、生計費の確保、労働条件の改善、労働現場の

　　民主化、社会民主化の為に努力し、労働者の自由な人間らしき暮らしを勝

　　ち取る。

　　　我々は、地域、業種ごとに分離されていても、労働者は一つであるとい

　　う精神で連帯・協力し、労働組合運動の地域・全国的統一を成し遂げる。

　　　我々は、女性労働者の地位向上の為に、男・女差別を撤：廃し、同一労働、

　　同一賃金を勝ち取る。

　　　我々は、民主的で平等な社会をつくっていくために闘争するすべての民

　　主勢力と積極的に連帯し、労働解放のその日まで闘争する」。

　　　馬山・三原地域労働者協議会「第3次定期代議員大会資料集」1991年よ

　　り再引用。

（29）　ソウル地域労働者協議会綱領より、キム・グムスゥ『韓国労働運動の現

　　況と課題』科学と思想、1995年、47頁から再引用。

（30）　ホ・サンスゥ「最近の社会変革運動と労働運動労働組合運動の展開様

　　相とその展望」韓国キリスト教産業開発院編『韓国労働運動の理念』ジョ

　　ンアム社、1988年、！71頁～172頁を参照。

（31）全国業種労働組合会議会則3条。

（32）崔三二はこれを急進的リーダシップと称する。記章集／イム・ヒョンジ

　　ン編『市民社会の挑戦』歴史批評社、1993年、130頁～131頁。
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（33）労働運動における大学生や知識人の役割に関しては、ソン・ジョンナム

　　「韓国労働運動と知識人の役割」キム・グムスゥ／バク・ヒョンチェ編

　　『韓国労働運動論1』未来社、1985年を参照。

（34）　ソン・ホグン、前掲書、350頁～352頁。

（35）崔画集「韓国労働階級の政治勢力化問題1987－1992」『韓国の労働運動と

　　国家』ナナム出版、1997年、377頁～379頁。

（36）　そのような全労協の理念は、宣言と綱領によく現れている。宣言は、

　　「我々は、今日、全国労働組合協議会の旗を掲げ、ここに自主的で民主的

　　な労働運動の新しい歴史が始まっていることを宣言する。我が労働者が今

　　までどれだけ長いとしつきを、非人間的な生活条件と政治的無権利の中で

　　奴隷的な暮らしを強要させられてきたのか。しかし、みろ！抑圧と屈服

　　の鎖を切り捨て、歴史の前面に立ち上がり進軍しはじめた労働者の全国的

　　な勢いを！

　　　我が労働者は生産の直接的担当者として、この社会を維持し、歴史を発

　　展させてきた主体である。この地の労働者たちは労働者と全民衆の人間ら

　　しき暮らしを勝ち取るために、長い間、労働運動を展開し続けてきた。先

　　輩労働者の血のにじむ大闘争の成果を継承し、70年代以降の民主労組の発

　　展、そして、荘厳な87年の労働者大闘争の成果を継承し、我々は、今日、

　　民主労組の全国連帯組織、全労協の旗を力強く立ち上げた。

　　　労働者に対する抑圧と搾取を永久化するため、労働者の組織的進出と闘

　　争をじゃましてきた資本家と国家権力からの弾圧と回遊を粉砕し、我々は

　　工場で、職場で、鉱由で、町で不屈の闘争を展開してきた。単位職場で労

　　働組合を組織し、闘争の中で地労協と業種協を結成し、やがて、地域と業

　　種を乗り越えた全労協へと結集したのである。

　　　我々は、もはや、この地の労働者が真の意味で自分たちの経済・社会・

　　政治的地位を向上させ、資本と権力の弾圧に統一的に対処できうる全国組

　　織を持つこととなったことを宣言する。全労協の建設によって、韓国労総

　　に代表される労使協調主義と御用的・非民主的な労働組合運動を克服し、

　　自主的で民主的な労働運動を展開していける韓国労働組合運動の新しい組

　　織的主体が誕生したことを明らかにする。我々は、また、政権と少数の財

　　閥からの抑圧と収奪を除去し、4千万国民の自由と幸せを実現するため、

　　諸民主勢力と力強く連帯していく全国労働者の組織的隊伍が出帆したこと

　　を満天下に宣言する。

　　　全国労働者の団結の球心である全労協へ結集した我々は、非人間的な労

　　働条件を改善し、労働基本権を勝ち取ることによって労働者の人間らしき

　　暮らしを確保するための過熱した闘争を展開する。我々は広範な労働者が

　　参加できる経済的利益実現のための闘争に、大衆的な労働組合運動を展開
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　　することによって我々の組織と意識を発展させながら、労働者の位置を根

　　本的に変化させうる経済社会構造の改革と、祖国の民主化・自主化・平和

　　統一を実現するために、諸民主勢力と連帯し闘争していく。

　　　このような基本目標を実現するために、我々は民主労組運動の組織力量

　　を拡大、強化させる一方、業種別、産業別の共同闘争と統一闘争を発展さ

　　せる中において、企業別労組体制を打破し、自主的な産別労組の全国中央

　　組織を建設するために総まい進ずる。

　　　我々の前進を防いでいる資本と権力の弾圧と全ての障害物を乗り越え、

　　我々は必ず勝利することを確信する。我々の闘争は正義に満ちたものであ

　　る、諸民主勢力を始め全ての国民が我々とともにし、我々のこれからの道

　　が歴史の発展方向と一致するからである。抑圧と屈服の年月、御用と非民

　　主の時代を清算し、全労協の旗のもとに強弓のように団結し、自由と平等

　　の社会のために、力強く進軍しよう！」。

　　　また、綱領は以下の通りである。

　　　「我々は、週40時間労働で生活賃金を勝ち取る

　　　我々は、職種、男女、学歴間の差別賃金を撤廃し、同一労働、同一賃金

　　を勝ち取る

　　　我々は、解雇、失業の防止と失業者に対する生活対策および就業保障の

　　ための雇用安定保障制度を勝ち取る

　　　我々は、産業災害と職業病を予防できる安全な作業環境を勝ち取る

　　　我々は、団結権、団体交渉権、団体行動権を完全に勝ち取る

　　　我々は、全国労働者の団結闘争で、資本と権力の労働運動弾圧を粉砕す

　　るために闘争する

　　　我々は、労働者と全民衆の生活向上のために公共賃貸住宅制度の確立、

　　無償義務教育と医療保障制度の実施、不平等な租税改革および福祉財政支

　　出の拡大、物価安定、公害防止などに対する制度的・政策的改善を勝ち

　　取る

　　　我々は、女性労働者に対する差別の撤廃と、母性保護の為に闘争する

　　　我々は、健全な民衆文化を確立する

　　　我々は、労働者と全民衆の言論、出版、集会、結社、示威、思想の自由

　　など、民主的諸権利を勝ち取る

　　　我々は、諸民主勢力と力強く連帯し、祖国の民主化、自主化、平和統一

　　を実現するために闘争する

　　　我々は、世界労働者たちと国際的連帯を強化し、世界の平和に寄与する」

　　　キム・グムスゥ、前掲書、94頁～98頁より引用。

（37）地域・凝集別労働組合全国会議中央執行委員会『全労協建設へ総進軍し

　　よう』発行年度未詳（聖公会大学校民主化資料館所蔵）より、「」部分は、
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　この資料の26頁～27頁より引用。

（38）全労協創立準備委員会『記者会見文』1990年1月12日付け（聖公会大学

　校民主化資料館所蔵）より。

（39）　金束春、前掲書、406頁。

（40）　韓国キリスト教社会問題研究院『悪法改廃と民主化運動』韓国キリスト

　教社会問題研究院、1988年、308頁を参照。

（41）　キム・グムスゥ、前掲書、56頁。

3　労働者の期待と指導部との乖離

1）労働者の労組に対する期待

　「民主化」以降、単位労組のストや労働者集会などの際に、常に登場

した言葉は、「差別待遇」、「人間的」、「平等」、「闘争」、「労働解放」な

どである。これらの言葉は、当時の労働者の最たる不満を凝縮したもの

であった。労働者の不満は、具体的には、職場内部における様々な差別

　　　　　　　　　　　　　　　く　の
を改善しようとするものであった。従って、「民主化」以降、新しく誕

生した労組に参加していた労働者は、労働組合を通じてそのような経済

的な利益と社内における権利回復を期待する傾向が強かったといえよう。

　しかし、これに反して、新しく誕生した当時の「民主労組」の指導部

は、「労働組合とは、労働者大衆が使用者からの支配と搾取に対抗し、

彼らの経済、社会、政治的生活条件などを改善するために闘争する自主

的な組織である」といいながら、先述した言葉の意味を含む労働組合を

階級闘争組織、政治組織やそのための活動として理解している傾向があつ
く　

た。特に、このような労働者と指導部の労働運動に対する認識のズレが

現れているのは、当時のストや労働者集会などで、必ずといっていいほ

ど叫ばれていた「労働解放」という言葉をいかなる意味として理解して

いるかという点であると思われる。「労働解放」という言葉を労働運動

指導部は社会変革としての社会主義として認識していた反面、単位労組
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の一般労働者の中では、社会主義の実現として理解している人は4％に

すぎず、88％の労働者は職場内における差別の撤廃（賃金、職場内にお

　　　　　　　　　　　　　く　の
ける差別）として理解している。この結果は、当時、労働運動の指導部

において想定していた政治闘争の手段としての労働運動、言い換えると、

階級的なものに基づいた政治的なオルタナティブを目指すというものが

職場において指導部を通じて掲げられていたが、これは単位労組におけ

る一般労働者の政治的階級意識のレベルと同様ではないということを意

味するものである。このように、労働者は労働運動を通じて社会主義と

いう社会変革を期待していることや、また、そのようなものを労組に期

待していたとは考えにくい。

　そうであるなら、当時の労働者は、労組にいかなることを期待していた

のだろうかという点について具体的に検討してみよう。まずは、当時の労

働者がいかなる基準で職業を選択していたのかを検討する。

表一7　労働者の職業選択要因調査

教育程度 安定性 収入 やりがい 発展性 名誉など 合計

小学校卒以下 38．3 43．5 8．2 7．7 2．4 100

中　卒 35．3 27．9 17．5 15．1 4．2 100

一古　　スズ同　　†

38．5 24．8 15．9 17．3 3．5 100

大　卒 34．7 14．0 25．6 20．4 5．4 100

全体 37．2 29．7 15．1 14．3 3．6 100

大韓統計協会『韓国の社会指標』1992年より、単位：％

　表一7によると、大卒労働者をのぞく労働者の大勢は、収入と安定性

を基準として職業を選んでいた。特に、この表における項目の中で「安

定性」とは、生計をたてるための安定性を意味するものであり、それ故、

収入が安定的に確保できる安定的な会社が必要だということを考えると、

収入と密接な関係を持っている。従って、当時の労働者における職業選

択の基準としては、収入とかかわる基準が非常に大きかったと考えられる。
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表一8　職場における労働者の不満度調査

職務の内容 労働環境 労働時間
昔　　金ノ　、

労務管理

25．8（25．7） 52．4（9．3） 39．8（15．4） 53．4（13．4） 47（6．9）

（）は満足度、統計庁『韓国の社会指標』1993年より、単位：％

　当時の労働者は、先述したように、収入を中心的な基準として会社を

選んで働いていたと思われるが、実際、会社で仕事をしてみると、様々

な不満が生じるようになる。表一8は、当時の労働者が職場内において

どのようなことを不満として抱いているのかを調査した結果である。こ

の表で明らかになっているように、当時の労働者は、職場において賃金・

労働環境・労務管理・労働時間・職務の内容などに非常に強い不満を表

していると考えられる。

　次に、87年以降の労働者大闘争を主導していたといわれる生産職労働

者が、実際の労働現場においていかなる不満を抱いていたのかを検討し

てみよう。

表一9　生産職労働者の職場に対する期待意識

調査機関

韓国重工業

人間らしき待遇

500
高い賃金

194

将来の展望

221

その他

85
合計

100

昌原の韓国重工業の生産職労働者2，181人に対する調査

（）は事務職労働者

韓国重工業労働組合『ソリモア』韓国重工業労働組合、1991年より、単位：％

　この調査結果からは、労働者が会社に期待していた要求内容は、「人間

らしき待遇」が最優先順位として考えられていたことがわかる。このよう

な人間らしき待遇は、以下のある労働者の話によく現れている。

昼休みの時に食堂に入ると、なぜ、係長クラス以上の人のために、ご飯とおかず
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などを俺たちが運ばないといけないのか。次長、課長よ、職権乱用するな134歳の

次長は、45歳、50歳にため口で命令しているんだが、そのような規定が労働法の何

条、何等にあるのか。セマウル掃除は社内掃除であって、係長や工場長が乗る乗用

車を洗車することがセマウル掃除なのか。規定された場所で喫煙し、摘発されたら、

始末書を強要し、おえらい方々はどこで喫煙しようとも始末書を強要しないという

　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
ことは、俺たちの社規集のどこにあるのか。

　従って、上記の調査結果における「人間らしき待遇」とは、以上のよ

うな社内における差別撤廃を意味することであるといえよう。

　この調査とは別の単位職場における調査においては、労働者がもっとも

高い感心を抱いているイシューは、職場における昇進、賃金などであるこ

　　　　　　　　く　
とが確認されている。そして、生産性本部の調査においても、労働者が差

別を受けている、または、不満を抱いているイシューは、賃金問題以外に

も、労働環境の改善（25．8％）、人間らしき取り扱い（20．8％）、昇進の機会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　の
（20．5％）など、職場内部における問題も多数取り上げられている。これら

の調査を複合的に考えると、当時の労働者は、表一8で現れているよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　
に、賃金や職場内の差別撤廃を強く期待していたことがわかる。このよう

な生活上における不満や職場内における環境に対する不満などが、ストの

際の要求に反映し、また、87年以降、爆発する労働運動の中で設立され

つつあった新しい労組への期待につながったと思われる。

表一10　労働者の労組への期待度

職　場 経営補助 実利保障 人間らしき暮らし保障 社会民主化 合計（％）

A 9．1 6．8 70．5 13．6 100

B 4．9 22．2 54．9 18．0 100

Aは、全労協傘下の仁川地域労働組合協議会の中軸を果たしている企業であり、

Bも全労協傘下の馬山・昌原地域労働組合協議会の中軸を担当している企業で
ある。

金束春『韓国社会労働者研究』歴史批評社、1995年、245頁の表に基づいて、

著者が作成。
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　表一10は、当時、全労協と地労協（仁川地域労働組合協議会、馬山・昌

原地域労働組合協議会）のリーダー的な役割を果していた単位労組に対

する調査で、単位労組労働者の労組に対する期待はいかなる内容を持つ

ものであったのかということに対する調査結果である。

　この結果から、一般労働者が労組にもっとも期待していることは、

「人間らしき暮らし」であることがわかる。それは、労働者の生活条件

の向上や職場問題を改善することを意味するものであり、具体的には、

賃上げや労働条件の改善、職場における差別の撤廃などを複合的に意味
　　　く　
している。言い換えると、当時の労働者は、職場内の問題改善を労組に

求めていたのであったといえよう。

2）指導部の運動理念と具体的な方向

　しかし、このような労働者の期待に比べ、当時の単位労組は、必ずし

も、このような労働者の要求に沿った形で労働運動を展開していたわけ

ではなかった。先述したように、80年代中盤以降の労働組合運動と労働

運動家は、階級理論で武装した学出労働者から大きな影響をうけていた。

これらのグループが「大闘争」以降、新しい労組運動の指導グループと

して本格的に台頭し、87年以降の新しく設立されつつあった単位労組を

通じ、労組連帯運動である地労協・業種会議活動、全国労運協を展開し、

全労協へと合体するようになったのである。

　彼らの労働運動の理念は、労働者の前衛政党のために、前衛組織とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
ての全国的労働者組織をつくることであった。当初、彼らは、前衛党建

設のために、まずは、職業革命家・革命家専門組織を育成・建設し、そ

れを通じて先進労働者の組織化に力を集中すべきだと考えていたのである。

　しかし、大統領選挙における運動グループの分裂と88年国会議員選挙

における「民衆候補」の敗北を経験し、このような戦略から、まずは大

衆的な政治組織の建設を構想するようになった。にもかかわらず、基本

的な前提である「労働者階級の政治勢力化」は不変のものであり、戦術
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的に、当面のブルジョワ民主主義への変革のための中心主体として労働
　　　　　　　　　　　　　く　ユラ
者階級を想定していたのである。具体的には、政治闘争の根幹として、

単位労組における大衆闘争と階級組織化の活動に力点をおいて活動した。

このような現場における階級組織化という活動は、①単位労組組合員の

当面課題の解決→②労働者の階級意識強調→③産業別労組組織結成→④

労働運動の政治化という手順を想定していたのであったが、実際には①

よりは、②と③に重点をおいて活動を行っていたのである。そのような

活動の一環として、先述した地労協、業種会議、全労協を誕生させるこ

とになったのである。特に、「公安政局」の下で誕生した全労協は、そ

れに対応する最重要課題として、「死守全労協」を掲げ、労働者の要求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらの
を実現するよりは、組織を守ることが活動の重要な目的になっていく。

3）労働者と指導部の乖離

　このような指導部の政治路線によって、職場内部の問題改善を労組に

期待していた労働者の組合活動からの離脱につながっていったと考えら

れる。

表一11労働組合への参加程度の変化

組合の外部活動へも参加 13．9％

組合の内部活動のみ参加 30．6％

消極的に変化 43．8％

従来から消極的 ll．8％

合　　　計 100％

金束春『韓国社会労働者研究』歴史批評社、1995年、

265頁より

　表一11は、全労協所属の単位労組の中で、馬山・昌原地労協をリード

している労組の組合員を対象とした調査で、87・88年と比べてあなたの

組合への活動はいかに変わったのかという質問に対する応答結果をまと

めたものである。この結果によると、組合の内部活動のみへ参加や消極
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八一12　労働組合に対する労働者の関心と参加程度

積極参加

264％

消極的参加

652％

無関心

85％

合計

1000（1，561名）

全労協『労働者意識調査結果』、1992年目り

的に変化したと答えた比率が74．4％にのぼっている。また、表一12は、

全労協が、全労協に参加している労組の組合員1，561名を対象として

1992年に行った調査結果で、労働組合に対する労働者の関心と参加程度

を表している。

　この結果によっても、90年以降、労働組合への参加傾向が消極的に変

わっていることが明らかになっている。そうであるなら、このような一

般労働者の労組活動への参加が消極的に変化した背景にはいかなる要因

が存在するのか。

表一13　組合活動に消極的に変化した理由

労働条件・賃金満足 3．2

不利益 5．2

組合の有効性に疑問 20．6

個人の時間が重要 20．6

現執行部に対する不満 52．4

合　　計（％） 100

金束春『韓国社会労働者研究』歴史批評社、

1995年、266頁より

　表一13では、組合活動への参加が消極的になった理由として一番高い

のが、現執行部に対する不満が取り上げられている。ここから現執行部

に対する不満というものが労働者に存在しており、それによって労組活

動への参加が消極的になったと考えられる。そうであるなら、現執行部
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表一14現在の執行部に対する評価

労働者の利益が

ｽ映されていない

労働者の利益が

ｽ映されている
御用労組 機会主義的活動 合計

66．4％ 28．6％ 0．9％ 4．1％ 100％

『全国労働者新聞』全労協、1992年8月27日付より

に対する不満ということはいかなるものを意味しているのだろうか。

　表一14は、全労協による調査結果で、現執行部に対する評価をみると、

労働者の利益が反映されていないと答えた人が66．4％にのぼっている。

これは、87年以降の労組連帯運動において、最も、戦闘的な政治活動を

行ってきた全労協やその傘下組合の指導部の活動において、労働者の意

見、言い換えると、賃上げや労働条件改善など職場内の問題改善の要求

というものが反映されていないことを意味していると思われる。

　実際、当時の労働者の中で、全労協への期待として、社会民主化のた

めの政治闘争を期待している労働者は、90年は5．2％で92年には4．1％に

すぎなく、職場内部の問題改善の期待は、90年には63．3％、92年には

　　　　　　　　　　　　　　　
65．3％にのぼっているのである。このような結果を反映するように、全

労協の「労働者政治勢力化＝階級政党」という方針に賛同していた労働

　　　　　　　　　　　　　　くらの
者は5。9％にすぎなかったのである。

　以上の結果をまとめると、政治的闘争の色が強かった全労協やその傘

下の地労協活動において、所属労働者は指導部に対して職場内部の問題

解決を期待していたが、それが「政治闘争」を掲げている指導部に反映

されていなかったために、労組活動から消極的になり、当時の労働者は、

全労協の「労働者政治勢力化」という方針とは一定の距離があったとい
えよ（?j。
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表一15全労協の構成変化

労働組合の数 組合員の数

時　期 1990．1．22 1991．3．31 1990．1．22 1991．3．31

合　計 456 238 166，307 91，572

韓国労働研究院『分期別労働動向分析』1991年の1／4分期編より

表一16仁川地域労働者協議会の構成変化

1989．6 1992年現在

77個の単位労組 20個の単位労組

仁川地域労働者協議会『第6次定期代議
員大会資料集』1993年より

4）上級組織の組織力の変動

　また、91年以降、全労協や地労協の組織構成に変化が現れ始める。表一

15でみられるように、結成当時に、456個の単位労組、合計組合員数、

166，307名だったものが、全労協の組織死守への方針転換にともない、

238個（91，572名）に減少する。また、これと同時に、地労協も変化が現

れる。表一16で現れているように、仁川地域労働者協議会も92年には、

参加する単位組織が22個に大幅減少したのである。このような減少の背

景には、先述した労働者と指導部間の乖離というものが存在し、それに

よって上級労働団体から離脱することにつながったと思われる。

5）「労働者政治勢力化」運動の選挙参加とその結果

　この時期における「労働者政治勢力化」の実験として、1990年に民衆

党が誕生する。この政党は、冒頭に記述したように、様々な労働運動団

体と独自的に労働者階級政党建設を目指していたグループが加わった形
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で結成されたのであった。民衆党は、その理念として、「民衆の階級的

な位相」を設定し、労働者の独自的な政党運動を行うということであっ

た。このような理念を掲げながら92年の国会選挙の際には、全国的に知

識人出身の労働運動家51名を候補として擁立し、労働者からの支持を獲

得しようとしていた。しかし、その支持基盤であるはずの労働者からの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
支持を得るどころか、全国得票率は、L5％に満たなかったのである。

　特に、当時の労働者が「階級政党」への支持がそれほど強くなかった

ということは、90年の国会議員選挙における蔚山の東区の投票結果から

明らかである。当時の蔚山東区は、約7万人の有権者の中で、70％くら

いが現代グループの労働者とその家族であった。しかも、当時の野党から

はこの地域区には候補を出していなかったために、労働者候補が出馬す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　
る際に、全国のどの地域区より有利な状況だったのである。この地域区

では、現代重工業の副委員長が民衆党の候補として、現代グループオー

ナの息子が与党の候補として対決する構図が展開された。にもかかわらず、

民衆党候補は対抗候補の約半分の得票を得たにすぎなかったのである。

　この選挙結果は、先述したように、当時の労働者と「労働者政治勢力

化」を掲げていた指導部間で発生した乖離によるものであったと理解さ

れる。それが、労働者の投票行動にまで影響し、結果として民衆党に代

表されていた「労働者政治勢力化」運動への支持が行われなかったので

はないか。

注

（42）　このような不満は、ストを通じて表出されたが、ほとんどが職場内部の

　問題改善に関するものであった。これに関しては、韓国キリスト教社会問

　題研究院編『87労働社会事情』民衆社、1988年、105頁～167頁参照。

（43）　「」部分は、現代精工労働組合『活動報告書』1991年、126頁より引用。

（44）　金轡春、前掲書、418頁より。

（45）　蔚山社会宣教実践協議会『蔚山地域7月労働者大衆闘争資料集』訓言社

　会宣教実践協議会、1987年、59頁から引用。

（46）現代自動車の『社報』1993年9月号。
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（47）　『韓国経済新聞』1992年6月24日付け。

（48）87年以降の労働運動による賃上げ闘争によって、賃金は上昇しつつあっ

　　たが、当時の労働者は、過去に比べ、生活水準が向上しているという認識

　　は少なかったと思われる。製造業労働者1098人を対象として行われた調査

　　において、86年から91年間の生活水準の向上如何に関する問いに対し、あ

　　まり変わっていないと答えたのが4L7％、むしろ下落したと答えたのが

　　！8．5％であった。金三春、前掲書、245頁。

（49）一束春、前掲書、245頁。

（50）　金強弩『韓国社会科学の新しい模索』創作と批評社、1997年、224頁～

　　225頁。

（51）　同前、231頁。

（52）全労協政策室「90年上半期全労協事業評価」ジョン・テイル記念事業会

　　編『韓国労働運動20年の決算と展望』世界、1991年、11頁～51頁。

（53）　『全国労働者新聞』全労協、1990年1月31日付け、および、1992年8月

　　27日付｝ナより。

（54）全労協『91年度事業報告』、1992年、295頁。

（55）　このような一般労働者と全労協の路線の乖離という問題は、99年7月時

　　点になってから全労協内部においても議論されるようになった。これに関

　　しては、全労協組織発展小委員会報告書『全労協の組織拡大・強化と民主

　　労組総団結の発展のために（案）』1992年7月18日付け（聖公会大学校民

　　主資料館所蔵）、34頁参照。

（56）バク・サンビョン、前掲書を参照。

（57）　金出面『韓国社会労働者研究』歴史批評社、1995年、136頁。

むすびにかえて

　以上から、この時期における労働運動内部において、労働運動指導部

の「政治」路線と、労働者の「経済」的要求の間に乖離があったといえ

よう。それは、労働運動を通じて「政治運動」を展開しようとしていた

指導部の方針と、あくまでも「経済的側面」から労働運動を利用しよう

とした単位労組労働者間の思惑のズレから発生するものであった。この

ような乖離というものが、87年から92年までにおける「労働者政治勢力

化」、特に92年の国会議員選挙における「階級政党」としての民衆党が
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失敗に終わった原因の一つだったのである。

　そうであるなら、今日における民主労働党の出現と議席獲得という現

象をいかに解釈すべきかという問題が浮かび上がる。この問題に関して

は、まだ、仮説のレベルではあるが、97年のIMF危機以降、増加する

失業率や非正規労働者の増加などによって、労働者が「経済」的な要求

さえもできなくなりつつある状況とともに、民主労働党が労働者のみな

らずその他の階層もその支持基盤としょうとする点で、ある意味「包括

政党」化の動きを見せ始めているということを考えると、民主労働党の

「包括政党」の方針と労働者の政治的指向性がお互いに歩み寄った結果

により生じたものと解釈できるのではなかろうか。言い換えると、民主

労働党は、本稿で検討した「労働者階級」に立脚した「労働者政治勢力

化」運動を掲げていた指導部とは異なった理念や政治的路線を標榜して

いるようである。それは、政党としての支持基盤を労働者階級のみに限

定するものではなく、農民、都市庶民、貧民などの社会的に「疎外」さ

れた諸階層まで取り組む方向へと、自らの路線や方針を変化させてきて

いると考えることができる。また、労働者の政治的指向性は、賃上げや

社内における差別の撤廃などの「経済主義」から、「経済主義」と「政

治闘争」が複合された性格へ変化してきているように思われる。それは、

雇用確保や生存権などを守るために、既成政党とは異なった路線を標榜

している政党と親和的なものへと変化してきたことを意味するものであ

ろう。しかし、これらの問題に関する具体的な検討は、本稿の範囲を超

えるものであり、今後の課題として残したい。
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